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今週のことば

防  災  庁
政府は大規模災害に備え人命最優先の防

災体制を早急に構築するため、災害対応の

エキスパートを揃えた「防災庁」の令和８

年度中の設置に向けて準備室を立ち上げ｡

 ◆ 今週のこよみ ◆　ご自分の予定を確認して下さい

 11／１１(月) 友引　特別国会召集、首相指名選挙、税を考える週間

 　　１２(火) 先負

 　　１３(水) 仏滅

 　　１４(木) 大安

 　　１５(金) 赤口　所得税の予定納税額の減額申請、ＡＰＥＣ首脳会議

 　　１６(土) 先勝

 　　１７(日) 友引　二の酉

 先週の株と為替

　　　　日経平均株価　  円(対米ﾄﾞﾙ)

11/ 4(月) 振替休日

    5(火) 38,475  △421  152.27 △0.27

    6(水) 39,481 △1006  153.93 ▼1.66

    7(木) 39,381  ▼100  153.99 ▼0.06

    8(金) 39,500  △119  152.63 △1.36

年末調整で提出する各種申告書のポイント

　本年の年末調整は各人から提出された「扶養控除

等申告書」などに基づき年末調整時点の定額減税額

（年調減税額）を算出して年税額の計算を行います

ので、記載内容に誤りがないように注意しましょう。

◎年末調整の対象者……「扶養控除等申告書」を提

出した方が対象となりますが、給与総額が２千万円

を超える方などは対象外です。なお、対象者のうち、

給与以外の所得を含めた合計所得金額が１８０５万円

を超える方は定額減税の対象外となるため、年調減

税額を控除しないで年末調整を行います。

◎扶養控除等（異動）申告書……扶養控除や障害者

控除などを受けるための申告書で、年末調整を行う

には提出が必要です。また、年調減税額の計算に含

める扶養親族（居住者）は、申告書に記載された控

除対象扶養親族及び年少扶養親族が対象となります。

◎基礎控除申告書……合計所得金額２５００万円以下

の方が基礎控除を受ける場合に提出します。なお、

申告書に記載された合計所得金額の見積額などで年

調減税の対象になるかを確認します。

◎配偶者控除等（兼定額減税）申告書……合計所得

金額が１千万円以下で、生計を一にする配偶者の合

計所得金額が１３３万円以下の方が配偶者控除又は

配偶者特別控除の適用を受ける場合に提出します。

また、年調減税額の計算に含める配偶者（居住者）

は、合計所得金額が１８０５万円以下である方の同一

生計配偶者が対象となり、該当する場合は「配偶者

定額減税対象」欄にチェックを付けて提出します。

◎所得金額調整控除申告書……給与収入が８５０万

円超であり、２３歳未満の扶養親族がいる等に該当す

る方が所得金額調整控除を受ける場合に提出します。

■この記事の詳細は､情報ＢＯＸ２０１５４３

マイナ保険証を持たない方に「資格確認書」

　本年１２月２日以降、現行の健康保険証は新規発

行されなくなり、マイナンバーカードを健康保険

証として利用する「マイナ保険証」が基本となり

ます。現行の健康保険証も有効期限まで（有効期

限がない保険証は来年１２月１日まで）は使用する

ことが可能ですが、転職などで保険者（協会けん

ぽ、健保組合、国保など）の異動があった場合は

その時点までとなります。

　また、マイナンバーカードを取得していない方

や、マイナ保険証の利用登録をしていない方には、

有効期限内に保険証の代わりとなる「資格確認

書」が保険者から交付されます。この資格確認書

の交付にあたって手続や申請は原則不要です。

来年の裁判員候補者に通知が届きます

　国民の中から選ばれた裁判員が刑事裁判に参加

する裁判員制度では、毎年１１月に翌年の裁判員候

補者名簿に登録されて裁判員に選ばれる可能性が

ある方へ「裁判員候補者名簿への記載のお知ら

せ」が裁判所から届きます。

　名簿の中から事件ごとに裁判員候補者が選ばれ

るため、登録された段階では必ずしも裁判員に選

ばれるわけではありません。

　同封の調査票を確認し、該当する辞退事由など

がある場合は必要事項を記入の上、返送します。

　　　情報ＢＯＸ番号が付いている記事の詳細情報は下記

　　　 の手順で取り出すことができます。【無料】

　　　 ①03-3940-6000へＴＥＬ(プッシュ回線)。

　　　 ②記事下のＢＯＸ番号を入力し＃。

　　　 ③取り出し先のＦＡＸ番号を入力し＃。

　　　 ※アナウンスのガイドに添って入力して下さい。
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情報ＢＯＸコード２０１５４３                     ２０２４．１１．１１ 

令和 6 年分の年末調整に係る申告書等のポイント 

 年末調整は、源泉徴収された税額の年間の合計額と年税額を一致させる精算の手続です。 

 令和 6 年分の年末調整では、定額減税が実施されたことに伴い、年末調整時点の定額減税の額

（年調減税額）を算出し、年間の所得税額の計算を行います。年調減税額の計算に含める同一生計

配偶者の有無及び扶養親族（いずれも居住者に限る）の人数は、各人から提出された「扶養控除等

（異動）申告書」や「配偶者控除等申告書」などから確認することになります。 

◆年末調整の対象者 

 年末調整は、原則として「扶養控除等申告書」を提出している人が対象となります。ただし、1

年間の給与総額が 2,000 万円を超える人や、災害減免法の規定によりその年の給与に対する所得

税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人などは除きます。 

【年調減税】年末調整の対象となる人が原則、年調所得税額（年末調整により算出された所得税額

で住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合は控除後の金額）から年調減税額を控除する年調減税

の対象者となります。ただし、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が 1,805 万円を超える

人は年調減税の対象外となるため、年調減税額を控除しないで年末調整を行うことになります。 

◆扶養控除等（異動）申告書 

 原則として、その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに勤務先（２か所以上から給与の

支払を受けている人は、主たる給与の支払を受けている勤務先）に提出することになっています。 

 年末調整においては、この申告書から扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学

生控除を確認することとなるため、申告書を提出していない場合や、控除対象扶養親族等に異動が

あって「異動申告書」を提出していない場合は提出するようにします。 

【年調減税】所得者（合計所得金額 1,805 万円以下に限る）の年調減税額の計算に含めることが

できる扶養親族は、申告書に記載された控除対象扶養親族及び年少扶養親族（居住者に限る）です。   

◆基礎控除申告書 

 基礎控除は合計所得金額が 2,500 万円以下である場合が対象となり、合計所得金額が 2,400

万円以下の場合は 48 万円の控除、2,400 万円を超える場合は控除額が逓減するもので、年末調

整において適用を受ける場合は基礎控除申告書を提出します。 

【年調減税】合計所得金額の区分の判定結果が「900 万円以下（A）」から「1,000 万円超

1,805 万円以下（D）」までに該当する場合は、「本人定額減税対象」欄にチェックを付けます。 

◆配偶者控除等（兼定額減税）申告書 

 配偶者控除は、合計所得金額が 1,000 万円以下（給与所得のみの場合は年収 1,195 万円以下、

所得金額調整控除の適用がある場合は 1,210 万円以下）で、生計を一にする配偶者の合計所得金

額が 48 万円以下（給与所得のみの場合は年収 103 万円以下）である場合が対象となり、本人の

合計所得金額に応じて 38 万円（配偶者が 70 歳以上の場合は 48 万円）を限度に控除が受けられ

ます。また、生計を一にする配偶者の合計所得金額が 48 万円超 133 万円以下（給与所得のみの

場合は年収 103 万円超 201 万 6 千円未満）の場合は配偶者特別控除の対象となり、本人と配偶

者の合計所得金額に応じて 38 万円を限度に控除が受けられます。 

【年調減税】年調減税額の計算に含めることができる同一生計配偶者は、合計所得金額が 1,805

万円以下である所得者と生計を一にする合計所得金額 48 万円以下の配偶者（居住者に限る）であ

り、該当する場合は「配偶者定額減税対象」欄にチェックを付けます。 

◆所得金額調整控除申告書 

 所得金額調整控は、年末調整の対象となる給与の収入金額が 850 万円を超える方で、①本人が

特別障害者である、②23 歳未満の扶養親族を有する、③特別障害者である同一生計配偶者や扶養

親族を有する、のいずれかに該当する場合に、給与収入から 850 万円を控除した金額の 10％

（15 万円が限度）を控除するもので、適用を受ける場合は所得金額調整控除申告書を提出します。 

◆保険料控除申告書 

 生命保険料や地震保険料については保険料控除申告書に基づいて控除の適用を受けます。また、

社会保険料や小規模企業共済等掛金のうち、毎月の給与から差し引かれていない保険料等で、本人

が直接支払った保険料等についても、保険料控除申告書に基づいて控除の適用を受けます。 

 保険料控除申告書を提出する際は、証明書類の添付等が必要です。 

◆住宅借入金等特別控除申告書 

 住宅借入金等特別控除は、住宅借入金等の年末残高に応じて一定額を税額から控除できるもので、

初年分は確定申告で適用を受けますが、2 年目以降は年末調整の際に適用を受けることができます。 


